
 

１．件名：「玄海原子力発電所３，４号及び川内原子力発電所１，２号炉の地

震等に係る新基準適合性審査（標準応答スペクトルの規制への取り

入れに係る変更）に関する事業者ヒアリング（33）(34)」 

 

２．日時：令和５年１１月１４日（火） １６時２０分～１７時４５分 

 

３．場所：原子力規制庁内９階耐震会議室 

 

４．出席者 

  原子力規制庁：名倉安全規制調整官、佐口上席安全審査官、谷主任安全審

査官、鈴木安全審査専門職、井清係員、松末技術参与 

 
  九州電力株式会社：テクニカルソリューション統括本部 土木建築本部 

 執行役員 赤司副本部長 他４名 

 

５．要旨 

（１）九州電力（株）から、令和３年８月２３日に申請のあった玄海原子力発

電所３号炉及び４号炉の設置変更許可申請（標準応答スペクトルの規制への

取り入れに係る変更）並びに、令和３年４月２６日に申請のあった川内原子

力発電所１号炉及び２号炉の設置変更許可申請（標準応答スペクトルの規制

への取り入れに係る変更）について、令和５年１０月２７日に提出のあった

補正申請書の再補正に関する項目及びその概要について説明があった。 

 

（２）原子力規制庁から、再補正に係る現在の作業状況及び適正化等を予定し

ている内容について事実確認を行った。 

 

６．提出資料 

・設置変更許可申請書の一部再補正について 

≪１１月１０日に受領済み≫ 

・川内原子力発電所１号炉及び２号炉 標準応答スペクトルを考慮した地

震動評価について【変更箇所抜粋版】 



 

・川内原子力発電所１号炉及び２号炉 標準応答スペクトルを考慮した地

震動評価について（補足説明資料）【変更箇所抜粋版】 

・川内原子力発電所１号炉及び２号炉 標準応答スペクトルを考慮した地

震動評価を踏まえた基礎地盤及び周辺斜面の安定性について（特定重大

事故等対処施設を除く）【補足説明資料】 

・玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 標準応答スペクトルを考慮した地

震動評価について【変更箇所抜粋版】 

・玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 標準応答スペクトルを考慮した地

震動評価について（補足説明資料）【変更箇所抜粋版】 


